
平成 27年度介護報酬改定に関する審議報告（抄） 

（社会保障審議会介護給付費分科会平成 27年 1月 9日） 

 
（地域区分、処遇改善加算、介護事業経営実態調査に関連する部分の抜粋） 

 

 

Ⅲ 各サービスの報酬・基準に係る見直しの基本的な方向 

１１．その他 

（1）介護職員の処遇改善 

 

 （中略） 

 

 （処遇改善加算の拡大）Ⅱ2．(2)再掲 

② 処遇改善加算については、介護職員の処遇改善が後退しないよう現行の加算の仕組み

は維持しつつ、更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境の 改善の取組を進め

る事業所を対象とし、更なる上乗せ評価を行うための区分を 創設する。 介護職員の処遇

を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決定すべきものである。他方、

介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るためには、給与水準の向上を含めた処遇改

善が確実かつ継続的に講じられることが必要である。 

平成 24 年度介護報酬改定においても、このような考え方のもと、処遇改善加 算は「例

外的かつ経過的な取扱い」として設けられた経緯があり、平成 25 年度の 「介護従事者処

遇状況等調査結果」の総括において、処遇改善加算の創設とその後の更なる普及により、

安定的かつ継続的な処遇改善につながっているものの、「賃金体系等の人事制度の整備

等について、依然として改善の余地がある」 と指摘されたことを踏まえると、引き続き、事業

主による資質向上に向けた取組を進めるとともに、労働者も主体的・積極的にキャリアアッ

プに取り組むことが必要である。  

このため、現時点においてはその取組の途上にあると考えられることから、事業者におけ

る処遇改善を評価し、確実に処遇改善を担保するため、現行の処遇改善加算の位置づけ

を前提として今回の改定ではこれを維持しつつ、更なる資質向上を前提とした評価を実施し

ていくことが適切と考える。処遇改善加算の今後の取扱いについては、より効果的かつ実

効性の高い対応の在り方も含めて引き続き検討することが適当である。 

 

（中略） 

 

(3) 地域区分 

（基本的な考え方） 

地域区分については、民間事業者の賃金水準を基礎とした賃金指数に基づき設定すると

いう原則に立ち、客観的に地域区分を設定する観点から、公務員（国家公務員又は地方公

務員（以下同じ。））の地域手当の設定に準拠する。また、公務員の地域手当の設定がない

地域については、「その他（０％）」の設定を原則としつつ、隣接する地域の実情を踏まえ、国

家公務員又は地方公務員の地域手当の設定がある地域について「複数隣接する地域区分
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のうち低い区分」から本来の「その他（０％）」までの範囲内の区分を選択できるようにする。 

また、広域連合を構成する自治体が適用されている地域区分の割合が異なる場合は、構

成する自治体間の協議により、その自治体が適用されている区分の範囲内で設定する。 こ

れらの見直しに当たっては、自治体の意見を聴取した上で必要な経過措置を講じる。 

また、各サービスの人件費割合については、各サービスの人員配置基準に基づき、実態

を精査の上で、必要に応じて見直しを行う。 

なお、地域区分は、地域間における人件費の差を勘案して、地域間の介護保険費用の配

分方法を調整するものであることから、財政的な増減が生じないよう財政中立で行うことが原

則である。 

一方、地域区分の設定方法として、介護人材確保での近隣自治体との均衡を考慮し、地

域の実情を踏まえ市町村域を超えた、より広域的な範囲において設定が可能となるようにす

べきとの意見があった。 

 

Ⅳ 今後の課題  

○ 平成27年度介護報酬改定の基本的考え方や各サービスの報酬・基準の見直しの方向につ 

いては以上のとおりであり、今回の報酬改定に基づき、「地域包括ケアシステム」の構築に向 

けた着実な対応が求められる。 

○ その上で、次回の介護報酬改定においては、介護保険制度の持続可能性という視点ととも 

に、質の高い介護サービスの安定的な供給とそれを支える介護人材の確保、医療と介護の 

連携・機能分担、更なる効果的・効率的なサービス提供を推進するための報酬体系の見直 

し、報酬体系の簡素化など、介護サービスのあるべき方向性も踏まえた検討を行うとともに、 

診療報酬との同時改定も見据えた対応が必要であり、例えば以下のような課題が考えられ 

る。 

● 通所リハビリテーションや通所介護、認知症対応型通所介護などの居宅サービスについて 

は、それらの共通の機能とともに、それぞれのサービスに特徴的な機能（例えばリハビリテー 

ション、機能訓練、認知症ケアなど）の明確化等により、一体的・総合的な機能分類や評価体 

系となるよう引き続き検討する。また、その際には、現行の事業所単位でのサービス提供に 

加えて、例えば地域単位でのサービス提供の視点も含め、事業所間の連携の進め方やサー 

ビスの一体的・総合的な提供の在り方についても検討する。 

● 介護保険制度におけるサービスの質については、統一的な視点で、定期的に、利用者の状 

態把握を行い、状態の維持・改善を図れたかどうか評価することが必要である。このため、介 

護支援専門員による利用者のアセスメント様式の統一に向けた検討を進めるとともに、ケア 

マネジメントに基づき、各サービス提供主体で把握すべきアセスメント項目、その評価手法及 

び評価のためのデータ収集の方策等の確立に向けた取組を行う。 

● 今後の診療報酬との同時改定を念頭に、特に医療保険との連携が必要な事項について 

は、サービスの適切な実態把握を行い、効果的・効率的なサービス提供の在り方を検討す 

る。 

● 介護事業経営実態調査については、これまでの審議における意見（例えば調査対象期間 

など）も踏まえ、次期介護報酬改定に向けてより有効に活用されるよう、引き続き調査設計や 

集計方法を検討する。 

 


